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【概要】東京都がん診療連携拠点病院、東京都がん診療連携協力病院及び東京都小児がん診療病院の
指定・認定要件等について検討する会議体

病院機能部会について
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　予防・早期発見・教育WG

　ＡＹＡ世代がんWG

　緩和ケアWG

　就労支援WG

（２）病院機能部会

○　東京都がん診療連携拠点病院、東京都がん診療連携協力病院及び東京都小児がん診療病院の
　　指定・認定要件等について検討

（１）がん計画推進部会

○　計画の目標達成に向け、議論が必要な事項について、分野ごとに課題や、推進方策等を検討

東京都がん対策推進協議会

〇　「東京都がん対策推進計画」に基づき、東京都におけるがん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため議論を行う
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・小児・AYA 世代の患者が全人的な質の高いがん医
療及び支援を受けることができる体制を確保するた
め、厚生労働省が整備を進めている病院
【平成２４年度～】
・都道府県の推薦を踏まえて、厚生労働大臣が指定

・都内の小児がん拠点病院等との医療連携の推
進を図り、小児がん患者に対し、速やかに適切
な医療を提供することを目的として都が認定す
る病院
【平成２５年度～】

都内２か所 都内１３か所

国１０/１０ なし

整備状況

機能強化
補助金

概要

【国】 小児がん拠点病院 【都】 東京都小児がん診療病院

・がん医療の均てん化を目指し、専
門的ながん医療の提供等の役割を担
う病院として、厚生労働省が整備を
進めている病院
【平成１３年度～】
・都道府県の推薦を踏まえて、厚生
労働大臣が指定

・「がん診療連携拠点病院と同等
の高度な診療機能を有する医療施
設」として都が指定する病院
【平成２０年度～東京都認定がん
診療病院】
【平成２７年度～東京都がん診療
連携拠点病院】

・がんの発症部位ごとに充実した
診療機能を持つとして都が指定す
る病院
【平成２４年度～】

都内２９か所
①[都道府県がん診療連携拠点病院]
２か所
②[地域がん診療連携拠点病院］２６
か所
③[地域がん診療病院]　１か所
※この他、都内には国立がん研究セ
ンター中央病院（中央区）がある。

都内９か所 都内20か所

国１/２、都１/２ 都１０/１０ なし

整備状況

機能強化
補助金

概要

【国】がん診療連携拠点病院等 【都】東京都がん診療連携拠点病院 【都】東京都がん診療連携協力病院

拠点病院等の概要及び整備状況等の比較



指定（認定）要件の見直しに向けたスケジュール（予定）について
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更
新
／
新
規
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請
受
付

審
査
等

８
月

第
５
回
病
院
機
能
部
会

【第４回（今回）】
• 都指定（認定）病院の指定（認定）要件改正の基本的な考え方について

【第５回】
• 都指定（認定）病院の指定（認定）要件案について
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厚生労働省第２２回がん診療連携拠点
病院等の指定に関する検討会 資料１
令和５年１月１９日
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厚生労働省第９回小児がん拠点病院
等の指定に関する検討会 資料２
令和４年１２月２２日



指定要件改正の基本的な考え方について （東京都がん診療連携拠点病院） （案）
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要件緩和の基本的な考え方 要件緩和／特例措置の例示

① 人員配置体制の充実に資する新要件につい
ては、新規雇用や配置転換に時間を要する
場合があることから、経過措置を設け、猶
予期間を与える

「放射線治療部門に、専従の放射線治療に携わる専門
的な知識及び技能を有する常勤の看護師を配置するこ
と」について、経過措置を設け、猶予期間を与える

② 国指定でなければ充足できないものに関し
ては、指定要件としない

「政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力す
ること。また、これらの研究の協力依頼に対応する窓
口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。」について、国指定の病院については現況報告様
式を用いて、国立がん研究センターに連絡先を登録す
るが、都指定の病院については登録が困難であるため、
下線部について、削除する

東京都がん診療連携拠点病院は、「がん診療連携拠点病院と同等の高度な診療機能を有する医療施設」
として東京都知事が指定する病院であることを踏まえ、次のとおり、現行要件を改正する。

原則として、がん診療連携拠点病院の新要件と同様の要件とする。
ただし、相当の理由がある場合は、個別に判断する。



指定要件改正の基本的な考え方について （東京都がん診療連携協力病院）（案）
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要件緩和の基本的な考え方 要件緩和／特例措置の例示

① 部位ごとの指定であることを考慮して、
例外として要件緩和や特例措置を行う

• 希少がん、小児がん、ＡＹＡ世代のがん患者に関すること
については望ましい要件とする

② 人員配置体制の充実に資する新要件に
ついては、新規雇用や配置転換に時間
を要する場合があることから、経過措
置を設け、猶予期間を与える

• 「放射線治療部門に、専従の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する常勤の看護師を配置すること」につ
いて、経過措置を設け、猶予期間を与える

③ 地域の支援機能として行う、地域の関
係者などを集めた研修の開催などにつ
いては、拠点病院を中心とする役割と
して定められているため、協力病院に
関しては要件を緩和する

• 自施設の患者に相談対応する窓口の院内設置は必須要件と
し、がん相談支援センターの設置は望ましい要件とする

• 都道府県協議会への参加は望ましい要件とする

④ 国指定でなければ充足できないものに
関しては、指定要件としない

「政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。
また、これらの研究の協力依頼に対応する窓口の連絡先を国
立がん研究センターに登録すること。」について、国指定の
病院については現況報告様式を用いて、国立がん研究セン
ターに連絡先を登録するが、都指定の病院については登録が
困難であるため、下線部について、削除する

東京都がん診療連携協力病院は、都が指定する、がんの部位（肺・胃・大腸・肝・乳及び前立腺）ごと
に充実した診療機能を持つ病院であることを踏まえ、次のとおり、現行要件を改正する。

診療機能（医療安全の推進等を含む）については、原則、がん診療連携拠点病院の新要件と同様の要件
とする。ただし、相当の理由がある場合は、個別に判断する。



認定要件改正の基本的な考え方について （東京都小児がん診療病院） （案）
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要件緩和の基本的な考え方 要件緩和／特例措置の例示

① 症例数については、全ての要件を
満たさない場合には治療の提供体
制や地域性を考慮して認定を行う

診療実績要件を満たさない場合は、次の要件の充足状況を鑑み、
個別に認定の可否を検討する

• 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有す
るとともに、標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治
療を提供することが可能であること

• 小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有する
とともに、患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自
施設において適切な治療を提供することが可能であること

• 地域性等、認定に当たってその他特別に勘案すべき事項があ
ること

② 骨髄・さい帯血等の移植医療に係
る第三者認定について、要件を満
たさなくても診療機能に影響はな
いため、要件を緩和する

「小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三
者認定を受けた医療施設であること」については望ましい要件
とする

原則として、小児がん拠点病院の新要件と同様の要件とする。
ただし、相当の理由がある場合は、個別に判断する。

都は、小児がん患者の診療実績のある都内の病院を「東京都小児がん診療病院」として独自に認定してい
る。また、都内２か所の小児がん拠点病院と１3か所の東京都小児がん診療病院による「東京都小児がん
診療連携ネットワーク」を構築し、連携して医療提供体制を確保している。このことを踏まえ、次のとお
り、現行要件を改正する。


